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住
宅
確
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要
配
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者
居
住
支
援
法
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更
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…
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住
宅
政
策
本
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民
間
住
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介
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○
指
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指
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指
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局
道
路
管
理
部
路
政
課
）…
��

○
道
路
法
に
よ
る
道
路
の
占
用
を
制
限
す
る
区
域
の
指
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…
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○
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告

示

◉
東
京
都
告
示
第
千
百
八
十
一
号

住
宅
確
保
要
配
慮
者
に
対
す
る
賃
貸
住
宅
の
供
給
の
促
進
に
関
す

る
法
律
（
平
成
十
九
年
法
律
第
百
十
二
号
）
第
四
十
一
条
第
二
項
の

規
定
に
基
づ
き
、
住
宅
確
保
要
配
慮
者
居
住
支
援
法
人
（
以
下
「
支

援
法
人
」
と
い
う
。
）
か
ら
住
所
の
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、

同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
四
年
八
月
二
十
五
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

支
援
法
人
の
名
称
及
び

変
更
後
の
住
所

特
定
非
営
利
活
動
法
人
市
民
福
祉
団

体
全
国
協
議
会

新
宿
区
新
宿
一
丁
目
二
十
四
番
七
号

二

変
更
の
年
月
日

令
和
四
年
八
月
十
七
日

◉
東
京
都
告
示
第
千
百
八
十
二
号

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
七
十
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
を
指
定
し
た
の
で
、

同
法
第
七
十
八
条
第
一
号
及
び
介
護
保
険
法
施
行
規
則
（
平
成
十
一

年
厚
生
省
令
第
三
十
六
号
）
第
百
三
十
一
条
の
二
の
規
定
に
基
づ
き
、

次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
四
年
八
月
二
十
五
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子



令和4年8月25日（木曜日）東 京 都 公 報（第17646号） ２



（第17646号）東 京 都 公 報令和4年8月25日（木曜日）３



令和4年8月25日（木曜日）東 京 都 公 報（第17646号） ４



（第17646号）東 京 都 公 報令和4年8月25日（木曜日）５



令和4年8月25日（木曜日）東 京 都 公 報（第17646号） ６



（第17646号）東 京 都 公 報令和4年8月25日（木曜日）７



令和4年8月25日（木曜日）東 京 都 公 報（第17646号） ８



（第17646号）東 京 都 公 報令和4年8月25日（木曜日）９



令和4年8月25日（木曜日）東 京 都 公 報（第17646号） １０



（第17646号）東 京 都 公 報令和4年8月25日（木曜日）１１



令和4年8月25日（木曜日）東 京 都 公 報（第17646号） １２



（第17646号）東 京 都 公 報令和4年8月25日（木曜日）１３
◉
東
京
都
告
示
第
千
百
八
十
三
号

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
百
十
五
条
の

二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
を
指
定

し
た
の
で
、
同
法
第
百
十
五
条
の
十
第
一
号
及
び
介
護
保
険
法
施
行

規
則
（
平
成
十
一
年
厚
生
省
令
第
三
十
六
号
）
第
百
四
十
条
の
二
十

三
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
四
年
八
月
二
十
五
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子



令和4年8月25日（木曜日）東 京 都 公 報（第17646号） １４



（第17646号）東 京 都 公 報令和4年8月25日（木曜日）１５



令和4年8月25日（木曜日）東 京 都 公 報（第17646号） １６



（第17646号）東 京 都 公 報令和4年8月25日（木曜日）１７



令和4年8月25日（木曜日）東 京 都 公 報（第17646号） １８



（第17646号）東 京 都 公 報令和4年8月25日（木曜日）１９

◉
東
京
都
告
示
第
千
百
八
十
四
号

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め

の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
。
以
下
「
法
」
と
い

う
。
）
第
三
十
六
条
第
一
項
及
び
第
五
十
一
条
の
十
九
第
一
項
の
規

定
に
よ
り
、
令
和
四
年
六
月
一
日
付
け
で
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス

事
業
者
及
び
指
定
一
般
相
談
支
援
事
業
者
を
指
定
し
た
の
で
、
法
第

五
十
一
条
及
び
第
五
十
一
条
の
三
十
第
一
項
並
び
に
指
定
障
害
福
祉

サ
ー
ビ
ス
事
業
者
、
指
定
障
害
者
支
援
施
設
及
び
指
定
一
般
相
談
支

援
事
業
者
の
指
定
等
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
八
年
東
京
都
規
則
第

七
十
二
号
）
第
六
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
四
年
八
月
二
十
五
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子



令和4年8月25日（木曜日）東 京 都 公 報（第17646号） ２０



（第17646号）東 京 都 公 報令和4年8月25日（木曜日）２１
◉
東
京
都
告
示
第
千
百
八
十
五
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項

の
規
定
に
よ
り
、
次
の
都
道
の
供
用
を
開
始
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
四
年
八
月
二
十
五
日
か
ら
起
算
し
て
二

週
間
東
京
都
建
設
局
道
路
管
理
部
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
四
年
八
月
二
十
五
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

路
線
名

芝
新
宿
王
子

二

供
用
開
始
の
区
間

豊
島
区
東
池
袋
一
丁
目
十
八
番
一
地
先

三

供
用
開
始
の
概
要

別
図
表
示
の
と
お
り

四

供
用
開
始
の
期
日

令
和
四
年
八
月
二
十
五
日



令和4年8月25日（木曜日）東 京 都 公 報（第17646号） ２２
◉
東
京
都
告
示
第
千
百
八
十
六
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
三
十
七
条
第
一

項
の
規
定
に
基
づ
き
、
道
路
の
占
用
を
制
限
す
る
区
域
を
指
定
す
る

こ
と
と
し
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
次
の
と
お
り
告

示
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
四
年
八
月
二
十
五
日
か
ら
起
算
し
て
二

週
間
東
京
都
建
設
局
道
路
管
理
部
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
四
年
八
月
二
十
五
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

路
線
名

芝
新
宿
王
子

二

占
用
を
制
限
す
る
区
間

豊
島
区
東
池
袋
一
丁
目
十
八
番
一
地
先

三

制
限
の
対
象
と
す
る
占
用
物
件

新
た
に
地
上
に
設
け
る
電
柱
（
占
用
の
制
限
の
開
始
の
期
日
よ

り
前
に
設
置
さ
れ
た
電
柱
の
更
新
又
は
移
設
に
よ
る
も
の
を
除

く
。
）

た
だ
し
、
電
柱
を
地
上
に
設
け
る
や
む
を
得
な
い
事
情
が
あ
り
、

当
該
道
路
の
敷
地
外
に
直
ち
に
用
地
を
確
保
す
る
こ
と
が
で
き
な

い
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

四

占
用
を
制
限
す
る
理
由

占
用
を
制
限
す
る
こ
と
に
よ
り
、
災
害
が
発
生
し
た
場
合
に
お

け
る
被
害
の
拡
大
を
防
止
す
る
た
め

五

占
用
の
制
限
の
開
始
の
期
日

令
和
四
年
八
月
二
十
六
日

告

示
（
公
）

◉
東
京
都
公
安
委
員
会
告
示
第
２７１号

指
定
講
習
機
関
に
関
す
る
規
則
（
平
成
２
年
国
家
公
安
委
員
会
規

則
第
１
号
）
第
４
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
指
定
講

習
機
関
か
ら
代
表
者
の
氏
名
の
変
更
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第

２
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
４
年
８
月
２５日

東
京
都
公
安
委
員
会

委
員
長

山
口

徹

記

変
更
届
出

が
あ
っ
た

指
定
講
習

機
関

変
更
事
項

新
旧

変
更
年
月
日

株
式
会
社

ト
ヨ
タ
東

京
教
育
セ

ン
タ
ー
ト

ヨ
タ
ド
ラ

イ
ビ
ン
グ

ス
ク
ー
ル

東
京

代
表
者
の

氏
名

島
村

熟
髙
津

功
令
和
４
年
６
月

２１日

◉
東
京
都
公
安
委
員
会
告
示
第
２７２号

運
転
免
許
取
得
者
等
教
育
の
認
定
に
関
す
る
規
則
（
平
成
１２年

国

家
公
安
委
員
会
規
則
第
４
号
）
第
７
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
と
お
り
認
定
教
育
実
施
者
か
ら
代
表
者
の
氏
名
の
変
更
届
出
が
あ

っ
た
の
で
、
同
条
第
２
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
告
示
す

る
。

令
和
４
年
８
月
２５日

東
京
都
公
安
委
員
会

委
員
長

山
口

徹

記

変
更
届
出

が
あ
っ
た

認
定
教
育

実
施
者

変
更
事
項

新
旧

変
更
年
月
日

株
式
会
社

ト
ヨ
タ
東

京
教
育
セ

ン
タ
ー
ト

ヨ
タ
ド
ラ

イ
ビ
ン
グ

ス
ク
ー
ル

東
京

代
表
者
の

氏
名

島
村

熟
髙
津

功
令
和
４
年
６
月

２１日

◉
東
京
都
公
安
委
員
会
告
示
第
２７３号

警
察
法
（
昭
和
２９年

法
律
第
１６２号

）
第
５３条

の
２
第
３
項
の
規

定
に
よ
り
、
令
和
４
年
７
月
２２日

、
警
察
署
協
議
会
委
員
を
次
の
と

お
り
委
嘱
し
た
。

令
和
４
年
８
月
２５日

東
京
都
公
安
委
員
会

委
員
長

山
口

徹

記

警
察
署
協
議
会
名

氏
名

警
視
庁
深
川
警
察
署
協
議
会

加
藤

レ
ベ
ッ
カ
ワ
ン
ゴ
イ

発 行
東

京

都

東
京
都
新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番
一
号

電
話

〇
三（
五
三
二
一
）一
一
一
一（
代
）
郵便番号
１６３―８００１
定 価

本
号

七
〇
円

一
箇
月

六
、
六
〇
〇
円

（
郵
送
料
を
含
む
。）
印刷所

勝

美

印

刷

株

式

会

社

東
京
都
文
京
区
白
山
一
丁
目
十
三
番
七
号

電
話

〇
三（
三
八
一
二
）五
二
〇
一（
代
）
郵便番号
１１３―０００１


